
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 木見川改修工事 

工事概要（変更） 

・既設護岸補強工 1 式 

・仮設工      1 式 

・工期延期 

契約変更の理由 

 

① 現地精査の結果、既設護岸の補修が必要となったため増工となる。 

 

② 現地精査の結果、水替え計画を見直し管径を縮小した結果、減額となる。 

 

③ 河川管理者との協議に時間を要し着工時期が遅れ、また当初想定していなかった既

設護岸の補修等が増工となったため、91 日の工期延長を要する。 

（公表様式第６号） 


